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１ 安全管理局関連の事業概要 

 
（１）体感不安解消・防犯キャンペーン事業〈新規〉 

   体感治安を改善するために、街頭ビジョンやホームページで広報を行う

ほか、開港祭、防災フェアなどのイベントでの啓発活動、防犯・防災・防火

など局内各課が連携しながら全戸回覧チラシの作製と回覧を行います。 

   これらの広報活動を積極的に行い、自主防犯活動団体の活性化を図ると

ともに、犯罪者や市民に対して犯罪を許さない都市横浜をアピールすること

で、市民の体感不安の解消をめざします。 

  

（２）自転車盗等対策パトロール事業〈新規〉 

自転車の盗難の発生件数が多い地区を対象としたパトロールを行い、自

転車に関する犯罪防止や防犯意識の高揚を図ります。 

 

（３）子ども安全支援事業 

18 年 10 月 10 日から、毎月 1日・10 日を「横浜市子どもの安全の日」

と制定したことに伴い、啓発事業等を推進するとともに、子どもの安全

確保に向けて、子どもの見守り活動の支援や関係機関との一層の連携強

化を図ります。 
ア 市民一人ひとりが自覚し取り組む防犯活動の支援の一環として、社会ぐ

るみの啓発事業を実施します。 
  ○「子どもの安全ネットワーク会議」の開催 
  ○「子どもの安全・防犯・防災啓発イベント」の開催 
  ○「子どもの安全シンボルマーク」の作製   等 
イ 関係機関と連携し、子どもの防犯意識向上を図るための取組を行います。

また、区が行う地域防犯活動を引き続き支援します。 
  ○「こども安全かるた」の作製        等 
 

（４）地域防犯拠点の設置支援 

   地域防犯に関する情報交換の場や防犯パトロールの起点となる防犯拠点

を地域の実情に合わせて増設するとともに、既存の拠点に対しては備品の

補完を行うなど、防犯活動の活性化を支援します。 
   ○既設数（平成 19 年度末現在） 

18 区 139 か所 
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（５）繁華街対策事業  

横浜開港１５０周年を控え、初黄・日ノ出町や関内・関外など市内の主

要繁華街に対し、県警・地域・関係機関との連携のもと、効果的な防犯対

策を実施し、ヨコハマに住む人、訪れる人が「安全・安心を実感できる都

市」の実現に向け推進していきます。 
 

（６）防犯活動啓発事業  

各区と局が連携して地域とともに実施するシンポジウムや講演会及び地

域のパトロール活動に関する支援を行います。 
 

（７）安全・安心のまちづくり対策パトロール  

   地域における犯罪の防止、子どもの見守り、青少年の問題行動の防止を

目的として、警備会社によるパトロール隊を派遣し、巡回活動を実施しま

す。 
   ○上半期、下半期 各 9区ずつ実施  

 
（８）子どもの安全・防犯対策調整会議  

   地域防犯活動において中心的な役割を担う区の取り組みを支援するため

に全区長及び関係局長からなる子どもの安全・防犯対策調整会議を開催し

て、施策を総合的かつ円滑に推進します。 

○構成員 金田副市長、全区長、関係局長 

   ○設置年月  平成 16 年 10 月 

 

（９）防犯灯維持管理費補助  

   自治会・町内会が所有する防犯灯の維持管理費について、定額補助を行

います。 

 

（10）防犯灯設置事業  

    自治会・町内会が設置する明るい防犯灯（４０ワット水銀灯、３２ワッ

ト蛍光灯）の設置費の一部を補助します。 
 
（11）横浜市防犯協会連合会補助金  

   各防犯協会が行なう防犯の意識啓発、防犯活動の協力支援、防犯功労者・

団体の表彰などの事業が推進できるよう補助金を交付します。 
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２ 教育委員会の事業概要 

 

（１）学校の安全管理の推進  

 
ア 学校・教職員の安全管理に関する基本的事項を定めた「学校の防犯マニュ

アル」に基づき、安全管理の徹底を図ります。 
 
イ 防犯カメラの増設など、学校個別の実状に応じて防犯設備の整備を図りま

す。 
 
（２）安全教育の推進  

 
ア 各学校で、児童生徒に対する防犯教室を実施するとともに、安全（防犯・

防災）教育の授業法や教材の研究、開発を行う安全教育推進事業を実施しま

す。 
  ○安全教育指導モデル開発校 ８校 
 
イ 学校管理職、教職員対象の学校安全研修の中で、安全教育の手法等に関す

る研修を実施します。 
 

（３）保護者・地域・関係機関との連携  

 
ア 保護者や地域住民による学校の安全管理体制をサポートするボランティ

ア活動「よこはま学援隊」について、平成２２年度の小学校全校での組織化

を目指し、より多くの学校での活動展開に取り組みます。 
  ○平成２０年度目標 ３２５校以上 
 
イ 文部科学省から委託を受け、スクールガード・リーダーの学校への派遣や、

学校安全ボランティア講習会の開催等を行う「地域ぐるみの学校安全体制整

備推進事業」を実施します。 
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ウ 警察や安全管理局等、関係機関との連携を進めます。 
○県くらし安全指導員や各警察署による防犯指導や防犯教室の実施 
○「横浜市子どもの安全・防犯対策調整会議」の中での意見交換・情報

交換の実施 
○消防隊による登下校時等の学校周辺の巡回警戒 
○「学校・警察連絡協議会」を通じた、児童生徒の安全対策についての

連絡や情報交換の実施 






